
令 和 ２ 年 ６ 月 １ ６ 日 

区 民 部 区 民 課 

 

新設区域「海の森」に係る住居表示の実施について 

 

１ 経緯 

令和元年１１月２６日、中央防波堤埋立地についての行政境界が確定し、令和２年

３月１２日、同内側埋立地にかかる町区域の新設、町名及び住居表示の区域、方法（街

区方式）の議決を経た。 

このことにより、新設区域「海の森一丁目～三丁目」について、住居表示に関

する法律（以下「法」という。）に基づき、別紙のとおり住居表示を実施する。 

 

２ 法定手続スケジュール 

街区符号及び住居番号の付番（法第３条第２項）について 

① 告示 

住居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域に 

おける住居表示の方法、街区符号及び住居番号を告示する 。 

② 報告及び通知 

都知事への報告及び関係行政機関に通知する。 

（法第３条第３項）

令和２年５月２５日付 

③ 住居表示の実施（法第６条第１項） 令和２年６月２５日付 

 

 

３ 住居表示の実施 

街区方式による住居表示の国基準及び江東区住居表示整備実施基準に基づき、別紙の

とおり実施する。 

＜方法＞ 

道路・河川などを境界として町区域を複数の街区（ブロック）に分け、都心から最

も近い街区を起点として、右回り連続蛇行で「街区符号」（番）をつける。 

次に、街区の周囲に一定間隔（一街区の面積が大きい場合は３０Ⅿ）で基礎番号を

振り、建物の主要な入口が接する基礎番号を「住居番号」（号）とする。 

 

４ オリンピック関連施設の住居表示 

   ・海の森公園     江東区海の森三丁目３番７２号 

   ・海の森水上競技場  江東区海の森三丁目６番４４号 
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街区符号の付番

 

住居番号の付番（例）

町名
（丁目）

街区符号
(番)

基礎番号
(号)

町名
（丁目）

街区符号
(番)

基礎番号
(号)

町名
（丁目）

街区符号
(番)

基礎番号
(号)

1 1～23 1 1～48 1 1～60

2 1～13 2 1～67 2 1～29

3 1～23 3 1～44 3 1～97

4 1～33 4 1～84 4 1～84

5 1～24

6 1～50

別　紙　

海の森一丁目 海の森二丁目 海の森三丁目


